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第１ 監査の概要 

１ 相模原市監査基準への準拠 

この監査は、相模原市監査基準(平成２９年相模原市監査委員訓令第１

号。以下「監査基準」という。)に準拠して実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査 

 

３ 監査の実施日程 

令和６年４月２６日から同年１０月４日まで 

 

４ 監査の対象 

（１）対象部局 

総務局 

（２）対象年度 

令和５年度 

 

第２ 財務監査 

１ 監査対象事務及び監査対象課 

これまでの監査結果を踏まえ、指摘事項等があった事務事業及び科目並びに

予算の執行状況を考慮し選定した。 

監査対象事務 監査対象課 

給料等の支出に関する事務 人事・給与課 

報償費の支出に関する事務 人材育成課 

需用費(消耗品費)の支出に関する事務 情報公開・文書管理課 

役務費の支出に関する事務 情報公開・文書管理課 

人事・給与課 

委託料の支出に関する事務 総務法制課 

コンプライアンス推進課 

情報公開・文書管理課 

人事・給与課 

人材育成課 
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 職員厚生課 

使用料及び賃借料の支出に関する事務 総務法制課 

情報公開・文書管理課 

人事・給与課 

 

２ 監査の着眼点 

監査基準第１１条第６項第４号の規定に基づき、次のとおり主な着眼点を定

めて監査を行った。 

監査対象事務 リスク 主な着眼点 

給料等の支出

に関する事務 

算定及び支出が

適正に行われない

リスク 

ア 支給金額は、関係規程又は合

理的な基準に基づいているか。 

イ 支給額から源泉徴収すべき税

金等の控除及び納付は適正に行

われているか。 

報償費の支出

に関する事務 

算定及び支出が

適正に行われない

リスク 

ア 支給金額は、関係規程又は合

理的な基準に基づいているか。 

イ 金額積算の根拠となる日数、 

時間数等は関係記録と合致して

いるか。 

ウ 支給額から源泉徴収すべき税

金等の控除及び納付は適正に行

われているか。 

需用費(消耗品

費)の支出に関す

る事務 

（１）契約事務や検

査・検収が適正

に行われないリ

スク 

（２）支出が適正に

行われないリス

ク 

ア 契約相手方の選定方法は適切

か。 

イ 契約書、見積書等関係書類は

確実かつ的確に整備されている

か。また、これらの内容は適正

か。 

ウ 履行確認は適正に行われてい

るか。また、履行期限は守られ

ているか。 

エ 支出は適正な時期に行われて

いるか。 

役務費の支出

に関する事務 

（１）契約事務が適

正に行われない 

ア 契約書、見積書等関係書類は

確実かつ的確に整備されている 
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 リスク 

（２）債務の確認が

適正に行われな

いリスク 

か。また、これらの内容は適正

か。 

イ 債務の確認は確実に行われ、 

かつ役務提供のないものはない

か。 

ウ 経費の節減上効率的な執行が

なされているか。 

委託料の支出

に関する事務 

（１）契約事務や検

査・検収が適正

に行われないリ

スク 

（２）支出が適正に

行われないリス

ク 

ア 契約相手方の選定方法は適切

か。 

イ 契約書、見積書等関係書類は

確実かつ的確に整備されている

か。また、これらの内容は適正

か。 

ウ 履行確認は適正に行われてい

るか。また、履行期限は守られ

ているか。 

エ 支出、精算報告は適正な時期

に行われているか。 

使用料及び賃

借料の支出に関

する事務 

（１）契約事務や検

査・検収が適正

に行われないリ

スク 

（２）支出が適正に

行われないリス

ク 

ア 契約相手方の選定方法は適切

か。 

イ 契約書、見積書等関係書類は

確実かつ的確に整備されている

か。また、これらの内容は適正

か。 

ウ 支出は適正な時期に行われて

いるか。 

 

３ 監査の主な実施手続 

監査基準第１４条及び第１５条の規定に基づき、試査を基本とし、次の手法

により監査の手続を行った。 

（１）書面調査 

監査対象事務が法令等に基づき適正に執行されているか、関係書面等の調

査を実施した。 

（２）聞き取り調査 

書面調査を踏まえ、担当者等に聞き取り調査を実施した。 

 

４ 監査の結果 
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第１及び１から３までのとおり監査した限り、重要な点において、監査の対

象となった事務が法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を

挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。ただ

し、当該事務の一部に次のとおり対応を要する事項が見られた。 

 

注意事項 

情報公開・文書管理課の需用費(消耗品費)、役務費、委託料並びに使用料及

び賃借料の支出に関する事務を調査したところ、一般競争入札等に当たり１者

のみから徴取した参考見積書により予定価格を設定している事例が散見された。 

入札・契約事務の適正執行について(令和５年３月３１日付け契約課長通知)

では、「１者からの参考見積書で予定価格を設定することにより、不調になっ

たり、公平な入札にならなかったりする事例が散見されることから、可能な限

り参考見積書を２者以上から徴取するとともに見積額の内訳を確認し、取引の

実例価格等を考慮して適正な予定価格を設定すること」とされている。 

参考見積書による予定価格の設定に当たっては、効率的な予算執行を推進す

る観点から市場価格等を勘案することが重要であると考えられるため、今後

は、過去の同一役務等の調達実績のみならず、可能な限り参考見積書を２者以

上から徴取されたい。 

 

第３ 行政監査(重点調査項目) 

１ 監査の調査項目 

重点調査項目として「委託料の支出に係る検査・検収について」をテーマに

定め、監査を行った。 

 

２ 監査の目的 

地方自治法第２３４条の２第１項の規定により、普通地方公共団体が工事若

しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結し

た場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところによ

り、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をする

ため必要な監督又は検査をしなければならないとされ、地方自治法施行令(昭

和２２年政令第１６号)第１６７条の１５第２項の規定では、検査は、契約
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書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならないとさ

れている。 

しかしながら、これまでの監査の結果、契約書等に定める報告書類の不

備、仕様書と報告書類の不整合等、検査・検収が適切に行われていないことに

起因する不適正な事例が確認されている。 

こうしたことから、検査・検収が契約書等に基づき適切に行われているかを

主眼に監査を行うことにより、適正な事務の執行を確保し、内部統制の実効性

を高めて健全な行財政運営に資することを目的として本テーマを選定し、行政

監査を実施する。 

 

３ 監査対象事務及び監査対象課 

令和元年度から令和３年度までに実施した財務監査及び行政監査(併用)の結

果、指摘事項等となった事例を踏まえ、監査対象局の各課が執行した委託料に

関する契約のうち、施設等管理運営委託料により支出した事務を対象として抽

出により選定した。 

監査対象事務 監査対象課 

委託料(施設等管理運営委託料)の支出に

関する事務 

人事・給与課 

職員厚生課 

 

４ 監査の着眼点 

監査基準第１１条第６項第４号の規定に基づき、次のとおり主な着眼点を定

めて監査を行った。 

リスク 主な着眼点 

検査・検収が適正

に行われないリスク 

（１）契約書、仕様書等は適正に作成されているか。 

（２）委託の提出書類、成果物等は契約書等に基づき

適正に受領されているか。 

 （３）契約書、仕様書等に基づき業務は適正に履行さ

れているか。また、報告書類は的確に作成されて

いるか。 

（４）委託内容の履行確認は適正に行われている

か。また、履行期限は守られているか。 
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５ 監査の主な実施手続 

監査基準第１４条及び第１５条の規定に基づき、試査を基本とし、次の手法

により監査の手続を行った。 

（１）書面調査 

監査対象事務が法令等に基づき適正に執行されているか、関係書面等の調

査を実施した。 

（２）聞き取り調査 

書面調査を踏まえ、担当者等に聞き取り調査を実施した。 

（３）ヒアリング 

職員厚生課の所属長等に対してヒアリングを実施し、見解等を聴取した。 

 

６ 監査の結果 

第１及び１から５までのとおり監査した限り、重要な点において、監査の対

象となった事務が法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を

挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。ただ

し、当該事務の一部に次のとおり対応を要する事項が見られた。 

 

注意事項 

（１）職員厚生課の委託料の支出に関する事務を調査したところ、職員会館自家

用電気工作物保安管理業務委託において、次のような事例が見られた。 

ア 契約書に相模原市契約規則(平成４年相模原市規則第９号。以下「契約

規則」という。)第３０条第６号に規定する契約代金の支払に係る分割払

における毎月の各支払額等について記載がなかった。 

イ 契約書に契約規則第３０条第７号に規定する検査に係る記載がなかった。 

本業務委託は、電気事業法施行規則(平成７年通商産業省令第７７号)第

５２条第２項の規定に基づく外部委託承認制度により自家用電気工作物

の保安管理に係る業務を外部委託する準委任契約であり、受注者は民法

(明治２９年法律第８９号)第６５６条及び同法第６４４条の規定により

善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負っているとこ

ろ、市は発注者として､受注者が当該義務に従って適正に事務を履行して

いるかを確認する必要がある。この点、職員厚生課では隔月で提出され
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る月次点検の報告書や日常巡視により契約の履行の確認を行っていると

のことであったが、契約規則に則った処理とはいえない。 

今後は、分割払の時期や金額、契約の履行を確保するために必要な検査の

方法や手続に関し受注者と協議の上、契約書等に明確に記載するなど、適正

に事務を執行されたい。 

（２）職員厚生課の委託料の支出に関する事務を調査したところ、見積合せに当

たり１者のみから徴取した参考見積書により予定価格を設定している事例が

散見された。 

参考見積書による予定価格の設定に当たっては、効率的な予算執行を推進

する観点から市場価格等を勘案することが重要であると考えられるため、今

後は、過去の同一役務等の調達実績のみならず、可能な限り参考見積書を２

者以上から徴取されたい。 

 

第４ 工事監査 

１ 監査対象事務及び監査対象課 

需用費の施設修繕料の支出に関する事務を対象とした。 

監査対象事務 監査対象課 

相模原市職員会館非常用発電機制御盤・機関部品交換修繕  

 

 

 

職員厚生課 

職員会館２階男子トイレ小便器他修繕 

職員会館職員厚生課(１階・３階)照明修繕 

職員会館地下１階男子トイレ洗浄便座他修繕 

職員会館階段室床修繕 

職員会館２階女子トイレ手洗い水栓修繕 

(検査検収：令和６年１月１７日) 

職員会館２階女子トイレ手洗い水栓修繕 

(検査検収：令和６年２月２７日) 

 

２ 監査の着眼点 

監査基準第１１条第６項第４号の規定に基づき、次のとおり主な着眼点を定

めて監査を行った。 
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リスク 主な着眼点 

契約事務や検査・検収

が適正に行われないリス

ク 

ア 契約相手方の選定方法は適切か。 

イ 契約の方法、手続及び時期は適切か。 

ウ 検査・検収は確実に行われ、修繕等の事実

のないものはないか。 

 

３ 監査の主な実施手続 

監査基準第１４条及び第１５条の規定に基づき、試査を基本とし、次の手法

により監査の手続を行った。 

（１）書面調査 

監査対象事務が法令等に基づき適正に執行されているか、関係書面等の調

査を実施した。 

（２）聞き取り調査 

書面調査を踏まえ、担当者等に聞き取り調査を実施した。 

 

４ 監査対象事務の概要 

（１）相模原市職員会館非常用発電機制御盤・機関部品交換修繕 

契約金額 １，６２８，０００円 

契約方法 一者随意契約 

検査検収 令和６年３月１８日 

修繕内容 非常用発電機制御盤のプリント基板及びディ―ゼル機関の部

品交換等 

（２）職員会館２階男子トイレ小便器他修繕  

契約金額 ２２１，７６０円 

契約方法 随意契約 

検査検収 令和５年１０月６日 

修繕内容 小便器の自動洗浄センサー及び手洗い洗面器の交換 

（３）職員会館職員厚生課(１階・３階)照明修繕 

契約金額 １８７，２２０円 

契約方法 随意契約 

検査検収 令和５年１０月６日 

修繕内容 照明器具本体取替 
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（４）職員会館地下１階男子トイレ洗浄便座他修繕 

契約金額 １７３，６９０円 

契約方法 随意契約 

検査検収 令和５年６月１５日 

修繕内容 洗浄便座等の交換 

（５）職員会館階段室床修繕 

契約金額 １４９，４９０円 

契約方法 随意契約 

検査検収 令和５年７月２４日 

修繕内容 階段ノンスリップ金物取替  

（６）職員会館２階女子トイレ手洗い水栓修繕 

契約金額 １２１，７７０円 

契約方法 随意契約 

検査検収 令和６年１月１７日 

修繕内容 手洗い洗面器の自動水栓取替 

（７）職員会館２階女子トイレ手洗い水栓修繕 

契約金額 １２１，７７０円 

契約方法 随意契約 

検査検収 令和６年２月２７日 

修繕内容 手洗い洗面器の自動水栓取替 

 

５ 監査の結果 

第１及び１から４までのとおり監査した限り、重要な点において、監査の対

象となった事務が法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を

挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていると認められた。ただ

し、当該事務の一部に次のとおり対応を要する事項が見られた。 

 

注意事項 

職員厚生課の需用費(施設修繕料)の支出に関する事務を調査したところ、職

員会館２階男子トイレ小便器他修繕、職員会館地下１階男子トイレ洗浄便座他

修繕及び職員会館２階女子トイレ手洗い水栓修繕２件の計４件の執行に当た
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り、契約課が作成する小規模修繕業者名簿に登録のない業者を選定してい

た。また、４件全てを同一の業者に発注していた。 

入札・契約事務の適正執行について(令和５年３月３１日付け契約課長通知)

では、「軽微な修繕等の見積合せによる随意契約(工事は２５０万円以下、委託

は１００万円以下)は、特別な理由がない限り、契約課が作成する小規模修繕

業者名簿に登録された業者に発注するとともに、地域性等を考慮し、特定の者

に偏らないようにすること」とされている。 

今後は、軽微な修繕等の発注に当たっては、小規模修繕業者名簿に登載され

ている業者が履行できないかを必ず確認し、履行できる場合は当該業者の中か

ら選定するとともに、発注が特定の者に偏ることがないよう事務を執行された

い。 

 

 

 

 


